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令和７年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ９ 月 会 議 会 議 録（第１日） 
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議事日程（第１号） 

                    令和７年９月４日 午前10時00分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
３番 松本 順子 

４番 䬢口伊久磨 

日程第２ 審議期間の決定 19日間 決定 

日程第３ 諸般の報告 議長 報告 

日程第４ 行政報告 市長 説明 

日程第５ 報告第８号 
令和６年度壱岐空港ターミナルビル株式会

社に係る経営状況の報告について 
総務部部長 説明 

日程第６ 報告第９号 
令和６年度株式会社壱岐カントリー倶楽部

に係る経営状況の報告について 
地域振興部部長 説明 

日程第７ 報告第10号 
令和６年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興

公社に係る経営状況の報告について 
産業推進部部長 説明 

日程第８ 報告第11号 
令和６年度一般財団法人壱岐市開発公社に

係る経営状況の報告について 
地域振興部部長 説明 

日程第９ 報告第12号 
令和６年度一般社団法人壱岐市ふるさと商

社に係る経営状況の報告について 
産業推進部部長 説明 

日程第10 報告第13号 
令和６年度壱岐市財政健全化判断比率及び

資金不足比率の報告について 
財政課課長 説明 

日程第11 議案第43号 市道路線の認定について 建設部部長 説明 

日程第12 議案第44号 
公立学校情報機器整備事業におけるＰＣ端

末共同調達購入契約の締結について 
教育次長 説明 

日程第13 議案第45号 
令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第３ 

号） 
財政課課長 説明 

日程第14 議案第46号 
令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号） 
保健環境部部長 説明 

日程第15 認定第１号 
令和６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認

定について 
財政課課長 説明 

日程第16 認定第２号 
令和６年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について 
保健環境部部長 説明 

日程第17 認定第３号 
令和６年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算認定について 
保健環境部部長 説明 

日程第18 認定第４号 
令和６年度壱岐市介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
保健環境部部長 説明 
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日程第19 認定第５号 
令和６年度壱岐市三島航路事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
総務部部長 説明 

日程第20 認定第６号 
令和６年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳

入歳出決算認定について 
産業推進部部長 説明 

日程第21 認定第７号 
令和６年度壱岐市水道事業会計欠損金の処

理及び決算の認定について 
建設部部長 説明 

日程第22 認定第８号 
令和６年度壱岐市下水道事業会計欠損金の

処理及び決算の認定について 
建設部部長 説明 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 菊池 弘太君       ２番 酒井 真吾君 

３番 松本 順子君       ４番 䬢口伊久磨君 

５番 武原由里子君       ６番 山口 欽秀君 

７番 山内  豊君       ８番 山川 忠久君 

９番 植村 圭司君       10番 清水  修君 

11番 赤木 貴尚君       12番 音嶋 正吾君 

13番 小金丸益明君       14番 中田 恭一君 

15番 中原 正博君       16番 土谷 勇二君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局局長 草合 正吉君  議会事務局次長 松永 淳志君 

議会事務局書記 川村  亮君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  篠原 一生君  副市長  中上 良二君 

教育長  山口 千樹君  総務部部長  平田 英貴君 

地域振興部部長  塚本 和広君  市民部部長  吉田 博之君 
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保健環境部部長  村田  靖君  産業推進部部長  松嶋 要次君 

建設部部長  平本 善広君  消防本部消防長  山川  康君 

教育次長  目良 顕隆君  総務部次長  小川 和伸君 

地域振興部次長  岡部 一也君  総務課課長  渡野 浩司君 

財政課課長  原  裕治君  会計管理者  篠崎 昭子君 

代表監査委員  吉田 泰夫君                     

 

午前10時00分開議 

○議長（土谷 勇二君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。報道関係に対し、撮影機材等の使用を許可し

ておりますので、御了承ください。 

 ただいまの出席議員は１６名であり、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和７年壱岐市議会定例会９月会議を開きます。 

・ ・  

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（土谷 勇二君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、３番、松本順子議員、４番、

䬢口伊久磨議員を指名いたします。 

・ ・  

日程第２．審議期間の決定 

○議長（土谷 勇二君）  日程第２、審議期間の決定を議題とします。 

 ９月議会の審議期間につきましては、本日から９月２２日までの１９日間とし、審議期間の日

程につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  異議なしと認めます。よって、９月議会の審議期間は、本日から９月

２２日までの１９日間と決定いたしました。 

・ ・  

日程第３．諸般の報告 

○議長（土谷 勇二君）   日程第３、諸般の報告を行います。 

 諸般の報告については、タブレットに配信のとおりでございます。 

・ ・  

日程第４．行政報告 
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○議長（土谷 勇二君）  日程第４、行政報告を行います。 

 篠原一生市長より行政報告の申出があっておりますので、これを許可します。篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  本日ここに、令和７年壱岐市議会定例会９月会議の開催に当たり、６月

会議以降、本日までの市政の重要事項、及び、今回補正予算に計上した主な内容等について御報

告申し上げます。 

 初めに、停滞する前線の影響により、８月９日未明から１２日明け方にかけて大気の状態が不

安定となり、県内各地において記録的な大雨となりました。 

 本市においては、市民皆様の安全を確保するため、９日午後１時に壱岐市災害警戒本部を設置

し、避難所等の対応について協議を行い、警報発令前の午後４時に警戒レベル３「高齢者等避

難」を発令し、市内各町１か所ずつ、計４か所の避難所を開設しました。避難者数は、１１日の

午前１１時２０分の閉鎖までに、最大で９世帯、１７名の方が避難されたところです。 

 その後、１０日午前１時５３分に長崎地方気象台が土砂災害警戒情報を発表したため、午前

２時に壱岐市災害警戒本部を壱岐市災害対策本部に切り替え、夜が明けて周囲が明るくなった午

前６時半に警戒レベル４「避難指示」を発令し、防災告知放送等で土砂災害等に厳重に警戒する

よう呼びかけました。 

 今回の大雨では、県内の複数の地点で線状降水帯が相次いで発生し、期間も数日間に及んだた

め、県設置の幡鉾川観測所では連続雨量４７１ミリを記録し、気象庁設置の石田観測地点では、

２４時間降水量が観測史上最大となる３５４ミリを記録する大雨となりました。 

 市内の被害状況については、人的被害はなかったものの、８月末現在で、道路災害１７５件、

河川災害９件、農地及び農業施設災害４００件、林地災害６０件、漁港海岸施設１件が被災して

おります。被災された皆様、並びに長時間にわたって不自由な思いをされた皆様に対し、心から

お見舞いを申し上げます。 

 現在、災害復旧に向けた諸準備を進めているところであり、今後、国・県による査定の実施が

予定されておりますので、査定後は早急に関係事務手続を進め、順次、復旧工事に着手してまい

ります。 

 今後も関係機関と十分連携を図り、防災対策及び災害対応に万全を期してまいりますので、市

民皆様には早めの警戒や日頃の備え等、さらなる防災意識の向上に努めていただきますようお願

いいたします。 

 なお、今回の大雨被害を受け、８月１２日からふるさと納税の各サイトにおいて、緊急支援と

して返礼品なしの寄附の募集を開始したところ、８月末日までに約１００万円の寄附を頂いてお

ります。皆様の御厚情に対し、衷心よりお礼を申し上げます。 
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 長崎県への要望活動につきまして、７月１７日に長崎県並びに長崎県議会へ、壱岐市の単独要

望を行いました。大石知事をはじめ、幹部職員、そして県議会では外間議長に御対応いただいた

ところです。本市からは、鵜瀬県議会議員並びに壱岐市議会を代表して、赤木前副議長にも御同

席いただき、１４項目の要望書を提出いたしました。 

 本年度の要望のうち、重点要望項目として、新規項目でもある「新しいまちづくりに必要な専

門人材の支援」、「有人国境離島法の改正・延長に向けた支援」及び「ＵＰＺ圏外への放射線防

護対策施設の整備」の３項目について御説明いたしました。 

 大石知事からは「有人国境離島法は延長だけでなく、中身をしっかりと充実させていくことが

必要不可欠であり、国境離島地域の持続可能な発展のため、地方の地方である離島を多く有する

長崎県として先頭に立ち、中央に対して改正・延長に向け、しっかりと取り組んでいく」旨の御

回答を頂き、８月２２日には、大石知事、外間県議会議長、関係市町の首長が合同で、額賀衆議

院議長、坂井内閣府特命大臣をはじめ、国会議員、関係省庁に対して要望活動を行いました。 

 また、ＵＰＺ圏外への原子力災害対策拠点の新設に必要な財政支援については、「離島という

特性を踏まえると国の補助金の交付対象区域は拡大すべきではあるものの、補助金は既存施設の

活用が前提となっているため、県が本年度から実施している地震アセスメントの結果を踏まえ、

島民が安全に避難できるような環境づくりに力を尽くしていくとともに、国に対しても離島の状

況をしっかりと伝え、必要な支援・措置がなされるよう、県として努力をしていきたい」との御

回答を頂いたところです。 

 その他の要望項目も本市にとって極めて重要な事項であり、引き続き協議を重ね、県との連携

をより密にして、本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。 

 壱岐新時代を創る対話会の開催につきましては、本市では、急速に進行する人口減少及び地域

経済の縮小といった構造的な課題に対し、次の時代に向けた新たな挑戦として、「壱岐新時代プ

ロジェクト」に取り組んでおります。その取組の一環として、７月１２日に壱岐新時代プロジェ

クト対話会を開催いたしました。当日は、高校生から社会人まで幅広い世代の計７３名の方々に

参加いただきました。 

 前半では、高校生によるアイデア発表が行われ、「御弊づくり体験」、「海ごみから魚たちを

助け出せ！」、「若い世代の人が空き家のことについて協力し住みたい街にする」、「イキ活」、

「壱岐エテマルシェ２０２５に向けた取組」等、地域課題を自らの視点で捉えた創造性あふれる

提案及び活動について、５チームによる発表がありました。なお、このうち、「御弊づくり体

験」につきましては、８月２９日から３０日にかけて、大阪・関西万博の会場にて高校生３名に

よる来場者向けの体験実施を行ったところです。 

 続いて、大人世代からの事例紹介として、「壱岐の歴史と歩むウォーカブルな街づくり」、
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「空き家活用を促進する互助の仕組みづくり」、「壱岐島の観光ＤＸ推進の取組」、「水産資源

を活用した観光・地域活性化の取組」といった実践的な地域づくりの取組事例が発表され、世代

を超えた情報共有と知見の交流が図られました。 

 後半のグループ対話では、郷ノ浦、勝本、䭈辺、石田の各町の重点プロジェクトについて、高

校生と大人が同じグループで対話を行い、それぞれの地域の個性や特色、課題を生かしたまちづ

くりについて、互いの視点を尊重しながら活発な意見交換が行われました。 

 今後も、このような対話会を年間通じて継続的に開催し、幅広い世代から多様な御意見や御提

案を頂きながら、壱岐新時代プロジェクトの具体像を共に描いていくとともに、対話を通じて得

られた提案や課題認識を政策化・事業化し、共創による持続可能な壱岐の実現に向けて積極的に

取り組んでまいります。 

 航路の維持・確保につきまして、ジェットフォイル「ヴィーナス２」の更新につきましては、

７月末に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（ＪＲＴＴ）から、航路事業者である九

州郵船に対し、共有船舶建造制度における融資の内定が出され、現在、建造契約締結のための最

終確認が行われております。 

 建造契約の締結が遅れた理由につきましては、「ジェットフォイルの更新事例が乏しく、九州

郵船への融資において慎重な審査を行う必要があったこと、また、これまでのジェットフォイル

とは違うエンジンが採用されたことから、現行エンジンとの機能性能の比較及び安全性の確保に

時間を要したため」と伺っております。 

 今回の建造契約締結の遅れにより、船価（税抜き）が当初の７８億６,０００万円から８０億

８,０００万円に増額し、新船の納期も当初の令和１０年の上半期から令和１１年の上半期にな

る見込みであります。 

 現在の運航体制を維持し、持続的な航路運営を図るためには、ジェットフォイルの更新は必要

不可欠であり、今回の船価の上昇について、国・県並びに対馬市と協議を行い、船体価格の増額

分についても当初の負担割合により支援を行うこととし、今回所要の予算を計上しております。

今後とも、国・県、対馬市等と連携し、航路の維持・確保に努めてまいります。 

 令和７年国勢調査の実施につきまして、本年度は５年に一度の国勢調査が実施されます。国勢

調査は、１０月１日を基準日として、我が国に住んでいる全ての人と世帯を対象とする国の最も

重要な統計調査です。 

 国勢調査の結果は、国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政運営を行

うために利用されるとともに、様々な統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとして

も利用されています。また、企業や各種団体における需要予測や経営管理等を行うための活用や、

学術・研究機関における研究のための活用等、様々な分野で幅広く活用されています。 
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 この重要な国勢調査について、正確な調査を実施するために、調査員や指導員として、多くの

市民の方の御協力を頂いておりますことに対し、感謝申し上げます。 

 国勢調査では、回答者の利便性を高めるために、インターネットを利用した調査が、平成

２７年より全国展開されています。本年は、インターネットによる回答率５０％以上が目標とさ

れていますので、市民の皆様におかれましても、スムーズな調査実施のため、インターネットで

の御回答に御協力を賜りますようお願いいたします。 

 全国離島交流中学生野球大会につきまして、「国土交通大臣杯第１６回全国離島交流中学生野

球大会」、通称「離島甲子園」が、８月１８日から２２日にかけて、沖縄県宮古島で開催されま

した。 

 今大会には、全国の離島から２４チームが参加し、本市からも選手１８名に、監督、コーチ、

審判員を加えた合計２１名で結成された選抜チームが参加しました。 

 壱岐市選抜チームは順調に勝ち進み、準決勝で今回優勝チームの「宮古島アララガマボーイ

ズ」と対戦しました。善戦むなしく敗れはしましたが、はつらつとしたプレーで３位という好成

績を残しました。 

 全国の離島の中学生が一堂に会した本大会に参加した壱岐市選抜チームの皆さんは、野球を通

じて島と島の交流を図り、友情を育むとともに、粘り強さや強い心を持ち、島の活性化や社会で

自立していく精神力を身につけてくれたことと思います。この経験を生かし、自分の夢や目標に

向かって、子どもたちが大きく成長することを期待しております。 

 観光施策の推進につきまして、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船及び

オリエンタルエアブリッジの４月から７月までの乗降客数は、２０万５,２９９名で、対前年比

１０２.２３％でありましたが、コロナ禍前の令和元年度と比較しますと７９.１５％にとどまっ

ており、依然としてコロナ禍前の水準に戻り切れていない状況です。 

 こうした状況の中、本市では対馬市との連携による団体ツアー誘致を目的とした「壱岐市・対

馬市周遊ツアー送客支援事業」、長崎県との連携による本県離島への送客支援を図る「長崎しま

旅促進事業」等、国内観光客誘致に即効性の高い施策に取り組んでおります。 

 また、福岡市の呼びかけにより、大阪・京都から西の自治体が連携し、欧米豪旅行者や高付加

価値旅行者等をターゲットに、西日本・九州への広域的な誘客を図ることを目的に設立された

「西のゴールデンルート実行委員会」に昨年１０月から加盟し、取組を進めております。 

 本委員会の取組の一つとして、８月２７日、大阪・関西万博会場において、加盟自治体の首長

が一堂に会し、西のゴールデンルートのブース出展オープニングイベントが実施され、私も出席

し、本市のＰＲを行ってきたところです。今後も、国内外の動向を的確に捉え、国内向け及びイ

ンバウンド推進の取組を引き続き進めてまいります。 
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 国際交流員の招致につきまして、市民皆様の国際感覚の醸成及び異文化との交流、並びに外国

人観光客誘致に向けたインバウンド推進等を目的とし、８月４日付で、本市において５人目とな

る国際交流員として、中国出身の曲金尭さんに赴任いただきました。 

 今後、海外からの訪問客の対応をはじめ、イベント等での通訳・翻訳、学校及び市民皆様を対

象とした異文化理解を促進する出前講座の実施、外国人観光客の誘客に関する業務等、本市の国

際交流及びインバウンド推進に向けた幅広い活動を行っていただきます。 

 神々の島壱岐ウルトラマラソンの開催につきまして、「神々の島壱岐ウルトラマラソン

２０２５」の申込みは、７月１８日受付を締め切り、北は北海道から南は沖縄までの４３都道府

県から、また、今回初めて海外からのエントリー４名を含む、１００キロ６１４名、５０キロ

２６４名の計８７８名のエントリーを頂きました。昨年度よりさらに５１名多いエントリー数で、

過去最多となっております。 

 このことは、これまでの本大会における市民皆様の御協力や、沿道での温かい御声援等の「お

もてなし」による大会運営の成果であると考えております。 

 本年度も市全体で大会をさらに盛り上げるため、これまでの大会同様、小学生の皆さんには、

参加選手への手紙と応援のぼりの制作をお願いし、最後の力を振り絞るランナーの励ましとなる

よう、ゴールまで残り１０キロ地点以降は５００メートルごとにのぼりを設置いたします。 

 また、中学生・高校生の皆さんには、給水所運営等に協力を頂き、選手への温かい激励を行っ

ていただくようにしております。 

 そして、本大会にも多くの御協賛を賜り、特別協賛・プレミアムスポンサーとして株式会社フ

ァウンテック様から１,０００万円、プラチナスポンサーとして九州郵船株式会社様から

５００万円、一般協賛で株式会社なかはらグループ各社様から計１２０万円、ほかにも、島内外

の多くの企業の皆様から御支援を頂いており、改めまして感謝を申し上げます。 

 本大会は、壱岐全島を舞台とした一大イベントであり、市民皆様をはじめ、関係機関、団体皆

様の引き続きの御理解、御協力をお願いいたします。 

 なお、株式会社ファウンテック万谷社長の御尽力により、新春の風物詩である東京箱根間往復

大学駅伝競走（箱根駅伝）において、名物の５区山登りで区間新記録の活躍により、青山学院大

学の２年連続８回目の総合優勝に貢献され、「若の神」の愛称で親しまれた若林宏樹様を特別ゲ

ストとしてお迎えすることになりました。若林様には前夜祭への参加に加え、ランナーとのふれ

あいランにも御参加いただく予定であり、本大会の魅力がより高くなり、大いに盛り上がるもの

と期待しております。 

 ながさきピース文化祭２０２５壱岐市大会の開催につきまして、全国的な文化の祭典「国民文

化祭、全国障害者芸術・文化祭（通称：長崎ピース文化祭２０２５）が、９月１４日から１１月
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３０日までの約２か月半、長崎県全域で開催されます。 

 本市におきましても、壱岐市大会として様々な企画事業を行うこととしており、事業内容につ

いては、広報紙、ケーブルテレビ及びチラシ等を通じて市民皆様へお知らせしているところです

が、改めて内容を御紹介いたします。 

 壱岐市大会の初日である９月１４日は、一支国博物館においてオープニングセレモニーを開催

し、同時に、壱岐市を代表する偉人「松永安左エ門 生誕１５０周年記念展」を行います。 

 ９月２７日には、本市のメイン事業としてＴＢＳ系「プレバト！！」の俳句コーナー等、テレ

ビ・ラジオでおなじみの俳人夏井いつき先生による「俳句を創る・まちを創る」と題した講演会

を壱岐の島ホールにて開催いたします。 

 また、９月２８日には、同じく壱岐の島ホールにて「句会ライブ」を開催します。こちらも夏

井先生の軽快なトークにより、会場とコミュニケーションを取りながら、来場された皆様への俳

句レクチャーや作句指導のほか、先生が選ぶ優秀句の発表等、子どもから高齢者まで楽しめる内

容となっています。 

 どちらも入場は無料ですが、整理券が必要となっており、８月１８日から壱岐の島ホール事務

所にて配布しております。なお、９月２７日の講演会分の整理券は、規定枚数に達したため、配

布を終了しておりますが、９月２８日の句会ライブ分はまだ配布しておりますので、お早めにお

求めの上、多くの皆様に御来場いただきますようお願いいたします。 

 このほかにも、１０月には「原の䭜遺跡国特別史跡指定２５周年記念展」、１１月には「壱岐

市総合文化祭」等、様々な事業を開催予定でありますので、「ながさきピース文化祭２０２５壱

岐市大会」の詳細な情報につきましては、壱岐市実行委員会事務局から、広報紙等を通じて随時

お知らせしてまいります。 

 農業の振興につきまして、今年の九州北部地方は、過去最も早い梅雨明けとなり、その後の高

温と少雨により、農業用ダム及びため池の貯水量が低下する等、水不足による農作物への影響が

心配されておりましたが、一方で、８月９日から１１日の大雨により、農地、農業用施設及び農

作物等に甚大な被害が発生しております。 

 このような中、水稲については、畦畔の崩れ及び土砂流入により倒伏被害が一部発生しており、

減収及び品質低下が懸念されております。また、紋枯れ病やいもち病に加え、カメムシ等の発生

も危惧されており、引き続き適切な栽培管理が必要となっております。 

 葉たばこについては、３月定植後の霜害により、圃場によっては生育のばらつきがあったもの

の、５月から７月は日照時間に恵まれたこと、また、病害の発生が例年より遅く少なかったこと

で、目標収量である２５０キロを大幅に超える２８０キロの反収が見込まれております。 

 肉用牛については、飼料、生産資材価格等の高止まりが長期化し、畜産経営を圧迫している状
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況が続いています。このような中、８月に開催された子牛市では、前回６月の平均価格と比較し、

３万２,０００円高の６６万５,０００円となっており、上昇傾向にあります。本市としましては、

引き続き、優良系統牛への更新及び増頭対策等、国及び県の各種施策を活用しながら支援してま

いります。 

 また、１１月に県南家畜市場で開催される「長崎県和牛共進会」に向け、壱岐地区代表牛選考

会が９月１８日に開催されます。この共進会を通じて、肉用牛農家の生産意欲と経営安定が図ら

れることを期待しております。 

 水産業の振興につきまして、４月から７月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較い

たしますと、漁獲量は３１％増の約９１４トン、漁獲高は４７％増の約１２億８,０００万円と、

ともに増加しております。これは、５月下旬から大型クロマグロが２２８トン漁獲されたことに

よるものであります。 

 クロマグロは、資源管理のため漁獲枠が設けられておりますが、本年度は資源回復により、大

型魚の基礎配分が３３％増枠で配分されております。しかしながら、７月上旬の時点で漁獲枠の

ほぼ上限に達し、残る大型クロマグロを漁獲できなかったため、クロマグロが捕食する大量のイ

カ類等も釣れず、さらには漁具を切られる被害も発生しております。 

 本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、魚価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の

高齢化並びに後継者不足等、依然として厳しい状況が続いておりますので、今後も引き続き、漁

業者の皆様、そして各漁協をはじめ、関係機関と連携を図りながら、各種施策に積極的に取り組

んでまいります。 

 認定こども園の整備につきまして、勝本町における既存の公立保育所及び幼稚園の活用による

認定こども園化については、市教育委員会及び長崎県子ども未来課と協議を進めております。

７月には県による現地確認を実施し、既存施設での認定こども園化について、おおむね了承を得

ている状況であり、令和９年度の開設に向け、今後も関係機関と協議・調整を進めてまいります。 

 なお、郷ノ浦町及び䭈辺町においても、民間の参入を考慮しつつ、関係者皆様の御意見をお聞

きしながら、認定こども園の開設に向け、引き続き検討を進めてまいります。 

 幼稚園の統合につきましては、昨年度、市内７園で保護者説明会を開催し、統合に向けた方針

を提案させていただき、保護者皆様から御理解と御協力を頂いたところであり、本年度も８月に

保護者説明会を開催し、昨年の保護者説明会で頂いた御意見を参考に、幼稚園の現状説明と、令

和８年度から一部の幼稚園を統合していくことについて説明を行ったところです。 

 具体的には、勝本幼稚園と霞翠幼稚園、箱崎幼稚園と瀬戸幼稚園をそれぞれ統合することとし

ており、統合する園においては、土曜日の預かり保育の実施や給食の提供等、保護者皆様の御意

見、御要望に可能な限り応える形で進めているところです。 
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 なお、幼稚園の給食の提供については、勝本保育所で調理し、幼稚園へ搬入する計画としてお

り、今回、給食提供のための保育所調理室の設備拡充、並びに幼稚園備品整備に係る所要の予算

を計上しておりますので、御審議を賜りますようお願いいたします。今後の幼稚園の統合につき

ましては、保護者並びに関係される方々の御意見と御要望をお聞きしながら進めてまいります。 

 子どもたちの活躍につきまして、近年の小・中学生のスポーツにおける活躍は目覚ましく、各

競技において、九州大会や全国大会に出場しています。 

 ７月２６日に開催された「長崎県中学校総合体育大会相撲競技団体戦」で石田中学校が準優勝

に輝き、８月に宮崎県で開催された「九州中学校体育大会」においてもベスト８の好成績を収め

ました。 

 また、中学生男子ソフトボールでは、クラブチームの壱岐ブレイブスが、８月２日から４日に

かけて福岡市で開催された「２５回全日本中学生男子ソフトボール大会」長崎県代表として出場

し、ベスト１６と健闘しています。 

 さらに、８月１６日から１７日にかけて神奈川県で開催された「第１６回全日本ビーチバレー

ボールＵ１５選手権大会４人制」で、勝本中学校３年の小川桂虎さん、石田中学校３年の横山桜

士朗さん、堤響紀さん、江口颯真さんが長崎県代表として活躍しており、中学生サッカーでは、

壱岐サッカークラブが８月１０日から１１日にかけて開催された「第３１回九州Ｕ１５フットサ

ル選手権大会長崎県予選」において準優勝に輝いています。 

 また、８月１５日から２０日にかけて岡山県で開催された「全日本女子学童軟式野球大会」に

おいて、霞翠小学校６年の松永佳子さんが長崎県選抜選手に２年連続で選出され、全国大会へ出

場しており、さらに８月１日に開催された「第４７回交通安全こども自転車長崎県大会」におい

て、初山小学校の皆さんが、昨年度に続き見事団体優勝。個人の部において山口熙一さんが優勝、

橋川來生さんが準優勝、日樫孔海蘭さんが３位に輝き、８月６日に行われた全国大会においても、

長崎県代表として団体の部、個人の部ともに健闘しています。 

 このように、本市の子どもたちの活躍を大変うれしく、頼もしく思いますとともに、今後の壱

岐市の子どもたちのさらなる活躍を期待しております。 

 消防・救急の現状につきましては、熱中症については、８月末日までに３０名の方を救急搬送

しております。特に今年は、梅雨明けが１９５１年の統計開始以降、過去最も早くなっており、

今後も残暑が厳しくなることが予想されます。市民皆様には、小まめな水分補給を行っていただ

き、室内においてもエアコンや扇風機等を有効に活用し、体調管理に十分注意されますようお願

いいたします。 

 次に、県内において、けがや急病で救急車を呼ぶか迷った際の電話相談窓口である「＃

７１１９」が、昨年８月から運用開始されております。本市の利用率は他市と比べて低い状況に
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ありますので、市民皆様には引き続き有効に御活用いただき、救急医の負担軽減及び救急車の適

正利用に御協力くださいますようお願いいたします。 

 これから農繁期を迎えるに当たり、野焼き、しくり焼きによる火災が毎年発生しております。

草木を焼却する場合は、必ず消防署に届出を行い、周囲の燃えやすい物と安全な距離を保ち、焼

却中はその場を離れずに確実に消火を確認いただく等、火の取扱いに十分注意していただきます

ようお願いいたします。 

 次に、議案関係について御説明いたします。 

 補正予算につきまして、本議会に提出した令和７年度補正予算の概要は、一般会計補正額マイ

ナス４,４３９万６,０００円、特別会計の補正総額４,８９１万６,０００円となり、本定例会に

提出いたしました一般会計、特別会計の補正額の合計は４５２万円となります。 

 なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は２５７億４３４万１,０００円で、特別会

計については８０億１,０２８万４,０００円となっております。 

 その他の議案につきまして、本日提出いたしました案件の概要は、令和６年度各出資法人の経

営状況等に係る報告５件、令和６年度財政健全化判断比率等の報告１件、市道路線の認定に係る

案件１件、契約の締結に係る案件１件、予算案件２件、令和６年度各会計決算認定８件となって

おります。 

 何とぞ慎重に御審議を頂き、適正なる御決定を賜りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、６月会議以降の市政の重要事項及び政策等について御報告いたしましたが、

様々な行政課題等に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりますので、議員各位、並びに

市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これで、行政報告を終わります。 

・ ・  

日程第５．報告第８号～日程第２２．認定第８号 

○議長（土谷 勇二君）  日程第５、報告第８号から日程第２２、認定第８号までの１８件を一括

議題とします。 

 ただいま上程しました議案等について、報告及び提案理由の説明を求めます。 

 なお、議会運営の効率化及び円滑な審議を図る観点から、本日の会議では概要の説明をお願い

いたします。 

 また、詳細につきましては、質疑及び所管の委員会にて慎重に審査を頂きたいと存じます。 

 篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 
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○市長（篠原 一生君）  提出議案等につきましては、関係部長、課長等より簡潔に御説明させて

いただきます。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  おはようございます。 

 報告第８号令和６年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告について御説明

申し上げます。 

 令和６年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況について、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 壱岐空港ターミナルビル株式会社につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号

に規定された法人等で、資本金等の４分の１以上を壱岐市が出資しておりまして、壱岐市長の調

査等の対象となる法人を定める条例第２条第１号で規定された法人でございます。 

 事業報告書の２ページをお開き願います。（３）の株式でございますが、資本金１,０００万

円、２万株で、そのうち４６０万円、９,２００株が壱岐市の出資で、出資比率は４６％となっ

ております。 

 次に３ページをお開き願います。貸借対照表でございますが、資産の部については、流動資産

合計４５０万６,６２０円、固定資産合計８８５万４,２１２円で、資産合計は１,３３６万

８３２円となっております。 

 負債の部については、負債合計３０万円で、その内訳につきましては、７ページの主要勘定残

高明細書の（５）預金でございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。 

 純資産の部については、純資産合計１,３０６万８３２円で、負債・純資産合計は、資産合計

と同額の１,３３６万８３２円でございます。 

 次に、４ページをお開き願います。損益計算書でございますが、一番下の当期純利益は、マイ

ナス９８万１４６円でございます。 

 ５ページは株主資本等変動計算書、６ページは個別注記表、７ページは主要勘定残高明細書、

８ページは固定資産明細表、９ページは営業損益内訳書、最後の１０ページは監査報告書でござ

います。 

 以上で、報告第８号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 
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〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  おはようございます。 

 報告第９号令和６年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況の報告について御説明申

し上げます。 

 令和６年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況について、地方自治法第２４３条の

３、第２項の規定により別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 株式会社壱岐カントリー倶楽部につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号に

規定された法人等で、資本金等の４分の１以上を壱岐市が出資しておりまして、壱岐市長の調査

等の対象となる法人を定める条例第２条第２号で規定された法人でございます。 

 内容につきましては、第４２期決算報告書を添付しております。 

 ２ページをお開き願います。中段以降になりますが、令和６年度の入場者数は、猛暑対策など

できる限りの快適な環境提供に努めたものの、結果としては、想定を超える猛暑等によって、

１,１００名程度の減少となっております。 

 ３ページは決算状況等でございます。 

 ４ページをお開き願います。株式の状況でございますが、発行済株式３,６００株、資本金

７,２００万円、そのうち１,３２０株を壱岐市が保有しており、持株比率は３６.６７％でござ

います。 

 ６ページは月別の入場者数でございます。 

 ７ページをお開き願います。貸借対照表でございますが、資産の部で流動資産が４,６１８万

１,０９５円、固定資産が５,１２０万４,２４５円で、資産合計は９,７３８万５,３４０円でご

ざいます。 

 ８ページをお開き願います。負債・純資産の部でございます。負債合計は１,０５５万

６,５７１円、純資産の合計は８,６８２万８,７６９円で、負債及び純資産合計は９,７３８万

５,３４０円となっております。 

 ９ページをお開き願います。損益計算書でございますが、一番下の当期純利益額１４９万

６,６２２円で黒字決算となっております。 

 １０ページは販売費及び一般管理費、１１ページは株主資本等変動計算書、１２ページ、

１３ページは監査報告書でございます。 

 以上で、報告第９号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 
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〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  おはようございます。 

 報告第１０号令和６年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況の報告について御

説明申し上げます。 

 令和６年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 当法人は、地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に規定された法人で、壱岐市が資本金等

の２分の１以上を出資している法人であることから、経営状況を報告させていただくものでござ

います。 

 当法人は、これまでと同様、種苗放流事業を実施いたしております。 

 ２ページから３ページは事業報告でございます。 

 令和６年度の事業概要は記載のとおりでありますが、アワビ・アカウニ種苗を壱岐栽培セン

ター、クエ・アオナマコ種苗を長崎県栽培漁業センターより購入し、各漁協により放流いたして

おります。 

 事業費といたしましては、２,８６３万６,０３１円であります。財源の内訳については、記載

のとおりでございます。 

 次に、収支決算について御説明いたします。５ページは、貸借対照表でございます。 

 資産の部ですが、流動資産は当年度６２万８,６５３円、固定資産のうち基本財産が１億円、

特定資産は６億７,２８８万５,７７１円で、資産合計７億７,３５１万４,４２０円でございます。 

 ６ページは、貸借対照表の内訳を記載いたしております。 

 ７ページは、正味財産増減計算書でございます。 

 次の８ページの正味財産増減計算書内訳表で説明いたしますと、公益目的事業会計としては、

指定正味財産期首残高の６億８,８０３万３,５４９円から、運用財産取り崩し振替額を差し引い

た６億７,２８８万５,７７１円が正味財産期末残高となります。 

 法人会計としては、預金利息を財源としております。今年度の正味財産期末残高は、基本財産

の１億円と合わせて、１億６２万８,６５３円となります。 

 ９ページは附属明細書、１０ページは財産目録、１１ページから１２ページは監査報告書を掲

載しておりますので、御高覧をお願いいたします。 

 以上で、報告第１０号についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 
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〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  報告第１１号令和６年度一般財団法人壱岐市開発公社に係る

経営状況の報告について御説明申し上げます。 

 令和６年度一般財団法人壱岐市開発公社に係る経営状況について、地方自治法第２４３条の

３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 一般財団法人壱岐市開発公社につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に規

定された資本金等の２分の１以上を壱岐市が出資している法人等でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 経営状況について御説明申し上げます。令和６年度におきましては、宿泊者数が伸び悩み、厳

しい状況ではありましたが、宿泊プラン等の見直しにより、１人当たりの客単価の向上を図るこ

とができました。一方で、物価上昇等が続く中で、食材・消耗品等の調達方法や商品の見直し、

また、人手不足対策として外国人雇用や働き方改革など、積極的な取組で生産性向上に努めてま

いりました。 

 ３ページをお開き願います。令和６年度の利用状況でございます。休憩者数は前年度を上回る

実績となっておりますが、宿泊者数、宴会利用者数、食堂利用者数は前年度を下回る実績となっ

ております。 

 ４ページは決算状況等でございます。 

 ５ページから６ページは、正味財産増減計算書でございます。正味財産増減計算書は、損益計

算書に相当するものでございます。左端に科目の行番号を付しております。６ページ、合計Ａの

列の９０行目、当期一般正味財産増減額は当期純利益となりますが、２２１万４,１５１円の赤

字でございました。同じく９７行目、最終欄、正味財産、期末残高、いわゆる純資産合計は

２,５５２万３,６３４円となっております。 

 ７ページをお開き願います。貸借対照表でございます。資産の部は合計で４,１１６万８,６３１円、

負債の部は合計で１,５６４万４,９９７円、正味財産の部は合計で２,５５２万３,６３４円で、

負債及び正味財産の合計は４,１１６万８,６３１円となっております。 

 ８ページ、９ページに財務諸表に対する注記、１０ページに監査報告書を添付しております。 

 以上で、報告第１１号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  報告第１２号令和６年度一般社団法人壱岐市ふるさと商社に
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係る経営状況の報告について御説明申し上げます。 

 令和６年度一般社団法人壱岐市ふるさと商社に係る経営状況について、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 当法人は地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に規定された法人で、壱岐市が資本金等の

２分の１以上を出資している法人であることから、経営状況の報告をさせていただくものでござ

います。 

 ２ページから３ページは事業報告でございます。令和６年度の事業実績は記載のとおりでござ

いますが、飲食店や小売店への卸売事業、通販事業、物産店等の催事、フェアへの出店を行って

おります。 

 次に、売上げ実績につきましては、売上げ目標額７,０００万円に対し、実績としまして

５,７１０万２,８５１円であり、対前年比１０８％でございました。これまでの売上げの最高額

を更新いたしております。 

 次に、４ページから決算報告でございます。５ページが決算総括表でございまして、６ページ

から８ページが会計ごとの正味財産増減計算書でございます。 

 まず、６ページの一般会計の正味財産増減計算書をお開き願います。一般会計につきましては、

卸売事業等の会計でございます。経常収益の合計４,３３９万４,５２３円、経常費用の合計

３,４２６万１,８９０円となっております。 

 次に、７ページの受託事業会計の正味財産増減計算書をお開き願います。これは各種受託事業

の会計でございます。経常収益の合計は１,３７２万８,４８８円、経常費用の合計は１,０２１万

２,２８５円となっております。 

 次に、８ページの特別会計の正味財産増減計算書をお開き願います。経常収益の合計、経常費

用の合計は２,３１４万９,５７７円となっております。 

 次に、戻りまして５ページをお開き願います。ただいま説明いたしました３会計を総括したも

のが決算総括表でございます。歳入合計１億２,４７９万４,９３８円、歳出合計７,１０９万

４,９５２円でございます。歳入合計から歳出合計を差し引きまして、正味財産期末残高は

５,３６９万９,９８６円で、次年度への繰越金となっております。 

 次に、９ページをお開き願います。貸借対照表でございます。負債及び正味財産の合計は

６,１８３万５,０９８円でございます。 

 １０ページは、監査報告書を掲載いたしておりますので、御高覧をお願いいたします。 

 以上で、報告第１２号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 
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○議長（土谷 勇二君）  原財政課長。 

〔財政課課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課課長（原  裕治君）  おはようございます。報告第１３号令和６年度壱岐市財政健全化

判断比率及び資金不足比率の報告について御説明申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令

和６年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付して報告いたします。 

 本日の提出でございます。 

 次のページをお開き願います。法第３条第１項の規定による財政健全化判断比率の状況でござ

いますが、まず実質赤字比率につきましては、令和６年度決算における一般会計及び農業機械銀

行特別会計の実質収支は黒字でありますので、実質赤字比率はございません。 

 次に、連結実質赤字比率につきましても、各特別会計の実質収支は黒字であり、また、公営企

業の三島航路事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計においても資金不足はございません

ので、連結実質赤字比率は生じておりません。 

 次に、実質公債費比率でございますが、令和６年度は３か年平均で８.３％で、対前年度

０.７％の増となっております。要因といたしましては、令和６年度の単年度比率は８.６１％で

あり、前年度の単年度比率９.２５％と比較して減少しておりますが、前年度の算定対象であっ

た令和３年度の単年度比率６.３５％が算定から外れ、令和６年度の単年度比率が８.６１％でご

ざいますので、３か年平均で出す仕様でございまして、増となったものでございます。 

 次に、将来負担比率についてでございますが、２２％と対前年度３.５％の増となっておりま

す。令和６年度につきましては、算定の分子となる地方債現在高は減少したものの、充当可能財

源である基金残高も減少しており、また、分母となる標準財政規模の根拠となる地方交付税及び

臨時財政対策債発行可能額が前年度より減となったことにより、将来負担比率が増加したものと

分析しております。なお、いずれの比率におきましても、中段の表に記載の早期健全化基準、い

わゆるイエローカードと言われる基準を下回っており、引き続き健全な状況を保つよう財政運営

を行ってまいります。 

 次に、法第２２条第１項の規定による資金不足比率の状況でございますが、三島航路事業特別

会計、水道事業会計、下水道事業会計の３つの公営企業会計、いずれも資金不足比率は生じてお

りません。なお、健全化比率等の概要の説明につきましては、別添資料に各会計決算概要の

１ページから２ページに添付しておりますので、御参照願います。 

 以上で、報告第１３号令和６年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔財政課課長（原  裕治君） 降壇〕 
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○議長（土谷 勇二君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時５分といたします。 

午前10時55分休憩 

 

午前11時05分再開 

○議長（土谷 勇二君）  休憩前に引き続き会議を続けます。 

 平本建設部長。 

〔建設部部長（平本 善広君） 登壇〕 

○建設部部長（平本 善広君）  おはようございます。議案第４３号市道路線の認定について御説

明いたします。市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、一般県道渡良浦初瀬線における坪トンネルの供用開始に伴い、廃道

時期となる旧県道部を市道として受け入れる必要があるため、市道路線の認定を行うものでござ

います。路線の認定につきましては、道路法第８条第２項の規定に基づいて、議会の議決を求め

るものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 路線調書でございますが、認定路線につきましては、路線名、片平高浦線、道路の区域、壱岐

市郷ノ浦町坪触字片平１８４４番３地先から、壱岐市郷ノ浦町坪触字高浦２２０６番１地先まで

でございます。認定路線の延長は５８６.２メートルでございます。次のページ以降には、認定

路線の位置図及び延長などを記した図面を添付いたしております。 

 以上で、議案第４３号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〔建設部部長（平本 善広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  目良教育次長。 

〔教育次長（目良 顕隆君） 登壇〕 

○教育次長（目良 顕隆君）  おはようございます。議案第４４号について御説明いたします。 

 公立学校情報機器整備事業におけるＰＣ端末共同調達購入契約の締結について。 

 公立学校情報機器整備事業におけるＰＣ端末共同調達購入契約を下記のとおり締結するため、

地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 １、契約の目的、公立学校情報機器整備事業におけるＰＣ端末購入。 

 ２、契約の方法、長崎県教育の情報化推進協議会が執行した共同調達に係る入札結果により決

定した業者と随意契約。 

 ３、契約金額、２,９２６万円。 
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 ４、契約の相手方、長崎市田中町５８５番地５、扇精光ソリューションズ株式会社代表取締役

松尾隆宏氏。 

 提案理由は、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決を経る必要があるものでございます。次のページに説明資料を記載して

おります。納期は令和８年３月３１日としております。 

 本入札につきましては、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、令和２年度に購入した１人１台端末

の更新に係るもので、本市では今年度、中学校を対象に更新を行うこととしております。 

 共同調達を利用する理由としましては、令和２年度の導入時と同様に、全国や県内で機器更新

により大量調達となることで、産業界との交渉力が大きく高まること、共同調達参加自治体間で

の教職員の異動や児童生徒の転校後でも円滑に利活用ができることなどが挙げられることから、

国から都道府県単位を基本とした調達が推奨されておりました。県内１２の市と町が参加をいた

しまして、一般競争入札が執行されております。端末機器につきましては、中学校生徒、教職員

用として、Ｗｉ Ｆｉモデル７６０台、１台当たりの単価が税込みの３万８,５００円となって

おります。 

 以上で、議案第４４号について説明を終わります。御審議のほどどうぞよろしくお願いします。 

〔教育次長（目良 顕隆君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  原財政課長。 

〔財政課課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課課長（原  裕治君）  議案第４５号令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第３号）につ

いて御説明申し上げます。 

 令和７年度壱岐市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところにより、歳入歳出予算

の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４,４３９万６,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５７億４３４万１,０００円とします。 

 第２項は、記載のとおりでございます。 

 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、第２表繰越明許費によるものでございます。 

 債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正によるもので

ございます。 

 地方債の補正、第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正によるものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 ３ページから５ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額につ

いては、記載のとおりでございます。 
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 ６ページをお開き願います。第２表繰越明許費として、５款農林水産業費３項水産業費の漁村

再生交付金事業ほか４件の事業につきまして、年度内に事業が完了しない見込みであるため、翌

年度に繰り越して使用できる繰越明許費として、合計２億７,１３５万７,０００円を計上してお

ります。 

 事業の完了予定及び繰越し理由等の詳細につきましては、別添資料１、令和７年度９月補正予

算案概要の７ページに記載のとおりでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 ７ページ、第３表債務負担行為補正の１、追加のジェットフォイル更新支援事業費補助金は航

路事業者のジェットフォイル更新に係る債務負担行為について事業計画の見直しに伴い、見直し

後の事業費及び事業期間による債務負担行為を改めて行うもので、期間を令和８年度から令和

１１年度まで、限度額を４億５,４５０万円としております。 

 ８ページから１０ページをお開き願います。第４表地方債補正の１変更で、以下計上しており

ます各地方債について、県との一次協議による対象事業費の調整及び補助事業の計画見直し等に

より、限度額の変更を行っております。 

 それでは、事項別明細書により内容を御説明いたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 １４ページから１５ページをお開き願います。１５款国庫支出金、２項２目民生費国庫補助金

の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は、市内事業者の高齢者認知症グループホーム施設

の非常用自家発電設備が補助事業として採択されたことによる国の１０分の１０補助金で、

７７０万円を計上しております。 

 １８款寄附金１項２目指定寄附金の企業版ふるさと納税寄附金は、ウルトラマラソン事業に対

する企業版ふるさと納税５００万円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 まず、歳出全般についてですが、今回、人事異動及び機構改革等に伴う職員給与費等の組替え

補正を行っております。なお、給与費明細書については、５２ページから５５ページに記載して

おりますので、御参照願います。 

 補正予算の主な事業内容につきまして、別添資料１、令和７年度９月補正予算案概要で御説明

いたします。 

 ２ページをお開き願います。２款総務費１項６目企画費の交通対策費、ジェットフォイル更新

支援事業は、航路事業者のジェットフォイル更新事業計画の見直しに伴い、令和６年度分からの

繰越し分を含めた令和７年度負担額については減額となるため、７,２３１万３,０００円減額い

たしております。 
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 次のページをお開き願います。３ページ、同じく６目企画費の有人国境離島地域社会維持推進

交付金事業は、航路・航空路の運賃改定に伴い、運賃低廉化負担金を追加するもので、６,４６６万

７,０００円を計上しております。 

 次の交通対策費の燃料油価格変動調整金支援事業は、航路事業者の運賃改定が調整金を含めた

運賃に見直されたことにより、本事業については休止するもので、４,５００万円を減額してお

ります。 

 ５ページをお開き願います。３款民生費２項４目の保育所費は、令和８年に統合予定の幼稚園

への給食提供に向けて、勝本保育所の調理室の設備拡充のための改修等を行うもので、１,２８２万

９,０００円を計上しております。併せまして、６ページの９款教育費４項１目幼稚園費におき

まして、幼稚園施設内の機材購入費用８６万７,０００円を計上しております。 

 以上で、議案第４５号令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第３号）について説明を終わりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔財政課課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  議案第４６号令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予

算（第１号）について御説明を申し上げます。 

 議案第４６号令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４,８４１万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億８,０９４万６,０００円

とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０万２,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,０５３万２,０００円とします。 

 第２項につきましては、記載のとおりでございます。 

 本日の提出でございます。 

 次に、事項別明細書により内容を御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。歳入でございますが、３款、４款、５款につきまして

は、地域支援事業交付金及び７款繰入金につきましては、法定負担割合に基づき人件費の補正財

源といたしまして、それぞれ予算計上をいたしております。 

 ８款１項１目繰越金は、今回の補正財源といたしまして１,６５２万８,０００円を追加いたし

ております。 

 ９款２項３目過年度収入は、前年度介護給付費負担金の追加交付により２,７５２万９,０００円
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を追加いたしております。 

 １０ページをお開き願います。歳出でございますが、３款地域支援事業費につきましては、人

事異動による人件費の補正でございます。また、６款１項２目償還金につきましては、令和６年

度の介護サービス費及び地域支援事業費の実績に基づく精算返納金総額４,２７５万５,０００円

を予算計上いたしております。 

 １４ページからは、人件費補正に係る給与費明細書でございます。 

 以上で、議案第４６号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  原財政課長。 

〔財政課課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課課長（原  裕治君）  認定第１号令和６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について

御説明申し上げます。 

 令和６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見を付して議会の認定に付すものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 令和６年度一般会計歳入歳出決算書の１ページをお開き願います。歳入合計２４６億６４４万

７２６円、歳出合計２３６億４,３２２万３,４４６円、歳入歳出差引残額９億６,３２１万

７,２８０円となっております。 

 決算内容につきましては、２ページ以降に記載しております。 

 次に、１２４ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。金額は１,０００円

単位で、３、歳入歳出差引額は９億６,３２１万７,０００円、４、翌年度へ繰り越すべき財源と

して、（２）繰越明許費繰越額が１億９,９４０万４,０００円でございますので、これを差し引

いた５の実質収支額は７億６,３８１万３,０００円となっております。 

 次に、財産に関する調書をお開き願います。財産に関する調書は、令和７年３月３１日で決算

を行っております。１ページから４ページに公有財産、５ページから６ページに物品、７ページ

に債権及び基金について、それぞれ令和６年度中の増減を記載しております。 

 そのほか、令和６年度の決算状況及び主要施策については、別添資料２、令和６年度各会計決

算概要の７ページ以降の、令和６年度における主要施策の成果説明に記載のとおりでございます。 

 以上で、認定第１号令和６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について説明を終わります。

御審議の上、認定賜りますようお願いいたします。 

〔財政課課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 
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〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  認定第２号から認定第４号までを続けて御説明申し上げます。 

 初めに、認定第２号令和６年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について御

説明申し上げます。 

 令和６年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の

規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 決算書の１ページをお開き願います。国民健康保険事業歳入合計３２億５,３０６万３８１円、

歳出合計３２億１,０１８万１,０３２円、歳入歳出差引残額４,２８７万９,３４９円、直営診療

施設勘定は、歳入歳出それぞれ４,８５７万１,０６９円でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。事項別明細書により主な内容を御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、１款国民健康保険税の収納状況は記載のとおりでございます。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。４款１項１目保険給付費等交付金は、医療給付費

及び保険事業への長崎県からの交付金でございます。６款１項１目一般会計繰入金は、令和６年

度も法定繰入れのみ行っております。 

 １６ページ、１７ページをお開き願います。次に、歳出でございますが、１款総務費は、国民

健康保険事業の運営に係る事務費でございます。 

 １８ページ、１９ページをお開き願います。２款保険給付費の総額は、２３億８,０５５万

４,２６７円となっております。 

 ２０ページ、２１ページをお開き願います。２款４項１目出産育児一時金は１１件、２款５項

１目葬祭費は４８件の給付実績となっております。３款国民健康保険事業費納付金は、国保運営

に係る長崎県への納付金でございます。 

 ２２ページをお開き願います。５款保健事業費でございます。２項１目特定健康診査等事業費

は、医師会の御理解と御支援の下、実施いたしました特定健診の実績でございます。受診率につ

きましては、速報値で４３.３％、最終の１１月の法定報告は、４４％を見込んでいるところで

ございます。２項２目特定保健指導事業費は、令和６年度も委託医療機関の御支援の下、生活習

慣病予防を含めた各種保健事業を行っております。 

 ２４ページをお開き願います。６款１項１目財政調整基金積立金は、国民健康保険事業の安定

的な運営を確保する目的に、１,０００万２,０００円を積み立てております。 

 ３４ページ以降は、直営診療施設勘定の事項別明細書で、湯本診療所の運営に係るものでござ

います。 

 次に、認定第３号令和６年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について御
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説明を申し上げます。 

 令和６年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の

規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 決算書の１ページをお開き願います。歳入合計４億３,６６２万４,０３６円、歳出合計４億

２,９５１万８００円、歳入歳出差引残額は７１１万３,２３６円となっております。 

 事項別明細書により主な内容を御説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお開き願います。まずは歳入でございます。１款後期高齢者医療保険料

の収納状況は記載のとおりでございます。４款１項一般会計繰入金は、事務費及び保険基盤安定

分を合わせて１億５,９００万５,１６４円となっております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。次に歳出でございます。２款１項１目後期高齢者

医療広域連合納付金は４億２,６７４万５,３３３円でございます。その内訳は、保険料分２億

６,９４５万４,７９６円、保険基盤安定分１億４,１９９万１,８９６円、広域連合への市負担分

としまして１,５２９万８,６４１円となっております。 

 次に、認定第４号令和６年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明を

申し上げます。 

 令和６年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 決算書の１ページをお開き願います。介護保険事業は歳入合計３９億１,５７７万５０５円、

歳出合計３７億３,７３０万１,１５２円、歳入歳出差引残額１億７,８４６万９,３５３円、介護

サービス事業勘定は歳入合計３,５９８万３,５９８円、歳出合計２,９７９万３,０５７円、歳入

歳出差引残額６１９万５４１円となっております。 

 事項別明細書により主な内容を御説明申し上げます。 

 ６ページをお開き願います。まず歳入でございますが、１款介護保険料の収納状況につきまし

ては記載のとおりでございます。３款、４款、５款及び７款につきましては、介護サービス費、

地域支援事業費並びに事務費への法定負担及び法定繰入れに基づくものでございます。 

 １２ページ、１３ページをお開き願います。次に歳出でございます。１款総務費は、介護認定

審査会などの運営事務費でございます。 

 １４ページ、１５ページをお開き願います。２款介護給付費の総額は３３億８,８７８万

６６９円となっております。 

 ３款１項介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、要支援総合事業費認定者への介
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護予防サービスや配食サービスの費用でございます。 

 １６ページ、１７ページをお開き願います。３款２項一般介護予防事業費は、介護予防の実施

に向けた実態把握や普及事業、ハイリスク者への個別指導事業などの費用でございます。 

 １８ページ、１９ページをお開き願います。３款３項包括的支援事業、任意事業費につきまし

ては、高齢者総合相談支援事業や認知症総合支援事業などの費用でございます。 

 ２８ページ以降は、介護サービス事業勘定の事項別明細書で、壱岐市地域包括支援センターの

運営に関わるものでございます。 

 以上で、認定第２号から第４号までの説明を終わります。御審議の上、認定賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  認定第５号令和６年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明を申し上げます。 

 令和６年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 決算書の１ページをお開き願います。歳入合計、歳出合計、それぞれ１億３,２０８万

１,３４１円と同額で、差引残額はゼロ円でございます。 

 ２ページ、３ページ目をお開き願います。歳入でございますが、予算現額は１億３,４９１万

７,０００円、収入済額は１億３,２０８万１,３４１円でございます。 

 ４ページ、５ページ目をお開き願います。歳出でございますが、予算現額は１億３,４９１万

７,０００円、支出済額は１億３,２０８万１,３４１円でございます。 

 次に、６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。 

 まず、歳入でございますが、１款の使用料及び手数料は、収入済額１,３８９万６,３９３円と

なっております。 

 ２款の国庫支出金は５,００１万８,００５円、３款県支出金は２,２１７万８２７円となって

おります。４款繰入金は４,５９９万３,５０１円となっております。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。次に、歳出でございますが、１款運航費１項運航管理

費１目一般管理費は８,０８２万９,０２０円で、主なものは職員給与費、乗船券等販売委託料及

び待合所施設管理業務等の費用でございます。 

 ２目業務管理費は５,１２５万２,３２１円で、主なものは需用費の燃料費１,３９３万
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５,８９４円、修繕料２,８１４万５,４１７円でございます。 

 以上で、認定第５号の説明を終わります。御審議の上、認定を賜りますようよろしくお願いい

たします。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  認定第６号令和６年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出

決算認定について御説明いたします。 

 令和６年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 １ページをお開き願います。歳入歳出決算書でございます。 

 歳入合計１億５,４３４万６,２７４円、歳出合計１億４,１１７万６,５８７円、歳入歳出差引

残額１,３１６万９,６８７円でございます。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。歳入でございますが、予算現額は１億５,０７８万

５,０００円に対しまして、収入済額は１億５,４３４万６,２７４円でございます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。歳出でございますが、予算現額は１億５,０７８万

５,０００円に対しまして、支出済額は１億４,１１７万６,５８７円でございます。 

 次に、６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。 

 まず、歳入でございますが、１款使用料及び手数料は、調定額５,０９８万６,７０２円に対し

まして、収入済額４,９７４万８２２円であり、収入未済額は１２４万５,８８０円でございます。 

 ３款繰入金は１,１０７万５,６５５円、４款繰越金は１,６９５万６,１０７円、５款１項１目

受託事業収入は、７,６５０万８,２００円、歳入合計１億５,４３４万６,２７４円でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。次に、歳出でございますが、１款１項１目一般管理費

は、１億３,２２２万５８７円で、主なものは、１０款需用費３,８８１万８,４３０円、１７節

備品購入費１,１０７万５,６５５円、１８節負担金補助及び交付金の農業機械銀行振興会負担金

６,７３７万１,１７１円でございます。２款１項１目減価償却基金積立金として、８９５万

６,０００円の積立てを行っております。歳出合計１億４,１１７万６,５８７円でございます。 

 次に、１０ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引き

しまして、実質収支額は１,３１６万９,０００円でございます。 

 以上、認定第６号についての説明を終わります。御審議の上、認定賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 
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〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平本建設部長。 

〔建設部部長（平本 善広君） 登壇〕 

○建設部部長（平本 善広君）  認定第７号及び認定第８号につきまして、続けて御説明申し上げ

ます。 

 認定第７号令和６年度壱岐市水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定について、地方公営企

業法第３０条第４項の規定に基づき、令和６年度壱岐市水道事業会計決算を監査委員の意見を付

して議会の認定に付するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 決算報告書の２ページ、３ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出でございますが、収入第１款の水道事業収益につきましては、予算額７億

９,６８０万３,０００円に対しまして、決算額は７億５,９７８万１,７４０円でございます。 

 次に、支出でございますが、第１款の水道事業費用の予算額８億８,１８７万１,０００円に対

しまして、決算額は７億８,７２６万５,１１７円でございます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございますが、収入第１款の資

本的収入につきましては、予算額２億９,２５７万４,０００円に対しまして、決算額は２億

４,３２１万３,７６０円でございます。 

 次に、支出でございますが、第１款の資本的支出の予算額４億８,７２４万４,０００円に対し

まして、決算額は４億３,９８４万８,６３１円でございます。資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額１億９,６６３万４,８７１円は、当年度消費税資本的収支調整額２,００２万

１,３４０円、過年度分損益勘定留保資金１億７,６６１万３,５３１円で補填をいたしておりま

す。 

 続きまして、６ページをお開き願います。損益計算書でございますが、当年度純損失は

４,４０７万２,５３６円となり、当年度未処理欠損金は１億１６４万４,２４９円でございます。 

 ８ページ、９ページには余剰金計算書、１０ページには欠損金処理計算書、１２、１３ページ

には貸借対照表、１５ページからは事業報告書等を記載いたしております。 

 認定第７号についての説明は以上でございます。 

 続きまして、認定第８号令和６年度壱岐市下水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定につい

て御説明を申し上げます。地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、令和６年度壱岐市下

水道事業会計決算を監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 決算報告書の２ページ、３ページをお開き願います。収益的収入及び支出でございますが、収
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入第１款の下水道事業収益につきましては、予算額３億９,７４３万２,０００円に対しまして、

決算額は３億８,５７８万５６３円でございます。 

 次に、支出でございますが、第１款の下水道事業費用の予算額３億９,６８４万４,０００円に

対しまして、決算額は３億８,７８０万５,１２８円でございます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございますが、収入第１款の資

本的収入につきましては、予算額１億２,１４６万１,０００円に対しまして、決算額は１億

１,８３６万５,０５０円でございます。 

 次に支出でございますが、第１款の資本的支出の予算額１億８,５８２万１,０００円に対しま

して、決算額は１億７,６３２万７,４４６円でございます。資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額５,７９６万２,３９６円は、当年度消費税資本的収支調整額５８５万６,１６７円、

当年度分損益勘定留保資金５,２１０万６,２２９円で補填をいたしております。 

 続きまして、６ページ、７ページをお開き願います。損益計算書でございますが、当年度純損

失は９１万７,８４８円となり、当年度未処理欠損金は９１万７,８４８円でございます。 

 ８ページ、９ページには余剰金計算書、１０ページには欠損金処理計算書、１２ページ、

１３ページには貸借対照表、１５ページからは事業報告書等を記載いたしております。 

 以上で、認定第７号及び認定第８号について説明を終わります。御審議の上、認定賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

〔建設部部長（平本 善広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これで、市長提出議案の説明が終わりました。 

 次に、監査委員に対し、財政健全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審査の報告を求めま

す。吉田代表監査委員。 

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 登壇〕 

○代表監査委員（吉田 泰夫君）  おはようございます。 

 それでは、決算審査の報告をいたします。 

 令和６年度壱岐市一般会計特別会計及び公営企業会計並びに財政健全化判断比率及び資金不足

比率につきまして、市長より提出を受けました、各決算書類について法令等に適合し、かつ適正

に表示されているか、また、例月現金出納検査、定期監査等の結果をしんしゃくし、壱岐市監査

基準等に準拠して決算審査を行いました。その結果につきまして、本日提出しております各審査

意見書により報告をいたします。各意見書の計数等につきましては、ただいま種々御説明があり

ました決算書、統計資料等からの掲載をいたしております。報告につきましては、本日の議案日

程の順に沿いまして行いたいと思います。 

 初めに、報告第１３号令和６年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率についての後に
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添付しております審査意見書の１ページをお開きを願いたいと思います。 

 審査の内容については各部門共通ですので、お目通しを頂きたいと思います。第５の審査結果

で健全化判断比率、これにつきましても、先ほど説明がありました内容のとおりでございます。

まず、実質赤字比率、連結赤字比率につきましては発生をしておりません。実質公債費比率、将

来負担比率についても健全化判断比率の許容内で収まっております。 

 次に、２ページ、３ページをお開き願いたいと思います。２ページには、今、内容を申しまし

た実質赤字比率から４の将来負担比率のそれぞれの主要的な内容を示しておりますので、お目通

しをお願いします。２の資金不足比率、これにつきましても、３会計とも赤字の（……）はして

おりませんが、本年度より下水道会計が特別会計からの移行をされまして、公営企業会計のほう

に移ってきております。 

 ３ページの第６、審査意見でございます。審査に付された財政健全化判断比率及び資金不足比

率の算定基礎となる書類は、法令に従って正確に作成され、財政健全化判断比率及び資金不足比

率のいずれも基準内であり適正であると認められます。 

 以上でございます。 

 次に、認定第１号から第６号までの令和６年度一般会計、特別会計歳入歳出決算認定及び財産

調書の後に添付しております審査意見書の２ページをお開きを願いたいと思います。 

 第５の監査の結果でございます。１として総括……失礼しました。２ページのところです。一

般会計と特別会計を合わせた決算規模、決算統計資料等を掲載をしております。 

 １２ページからは、一般会計の歳入歳出について主たる内容等を掲載をいたしております。 

 ３３ページからは、特別会計の歳入歳出状況を掲載をしております。 

 ５０ページからは、財産に関する調書、基金運用状況を記載をしておりますので、お目通しを

いただければと思います。 

 ５６ページをお開きを願いたいと思います。審査意見でございます。審査に付されました各会

計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び

特定目的運用基金の運用状況は、法令等に定められた内容に準拠し決算数値に基づき作成され適

正に表示していると認められます。 

 なお、次のとおり事務の執行管理で留意、改善を要する事項が見受けられましたので、整理に

努めていただきたいと思います。 

 １、財務に関する事務等で収入調定及び支出負担行為の遅延、支出負担行為兼支出命令書で不

適切な事務処理が見受けられましたので、事務処理の適正化を図るように努めていただきたいと

思います。 

 未収債権につきましては適切な債権管理を行い、債権の保全管理及び健全化に努めていただき
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たいと思います。 

 ３、主な未収債権につきましては、下記のとおりであります。 

 前年度より６,８９２万１,０００円減少しており、新規滞納の発生防止と債権回収による財源

確保が重要であることから、引き続き、収入未済の発生の抑制に努めていただきたいと考えてお

ります。これにつきましては先ほど申しますように下水道会計が公会計に移りましたので、その

分が若干影響した数字になっておりますので、お目通しを願いたいと思います。 

 ４の財産に関する調書の中の債権で、災害援助資金貸付金、高等学校奨学資金貸付金が長期延

滞となっているもの、基金運用状況調書の中の奨学金運用基金で弁済期限が到来し延滞となって

いるものがありますので、債権の回収に努めていただきたいと思います。 

 ５７ページをお開きを願いたいと思います。 

 ５、財政面では自主財源である市税及び依存財源である地方交付税等の歳入の増加を見込むこ

とが厳しい情勢と思われますが、一方、歳出についても義務的経費の高止まり、物価高騰による

物件費の増加等が続くと思われます。 

 財政力数、計上収支比率の推移を見ても、さらに財政状況の改善が見逃せない状況であると思

われます。したがいまして、壱岐市財政基盤確立計画及び壱岐市公共施設個別施設計画の取組を

さらに推し進めていただき、財政健全化への確保に努めていただきたいと思います。 

 主な比率として掲げておりますように財務比率につきましては、財政力指数は若干上がってお

りますけれども、経常収支比率が５年度より増えております。これにつきましては（１）、

（２）のほうで説明をしておりますのでお目通しをいただければと思います。 

 以上でございます。 

 次に、認定第７号令和６年度壱岐市水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定、認定第８号令

和６年度壱岐市下水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定につきましては、資料の後に添付さ

れております壱岐市公営企業会計決算意見書により行いたいと思います。 

 先ほど申しますように、本年度より下水道会計が公会計のほうに移行してまいっておりますの

で、水道会計、下水道会計ともに審査内容としては同様の手続を取っております。 

 まず、水道事業会計のほうから入りたいと思います。 

 審査意見書の１ページをお開きをお願いしたいと思います。 

 第５、審査の概要及び意見は次のとおり述べたいと思います。 

 水道事業会計について御報告をいたします。 

 経営状況について。 

 令和６年度壱岐市水道事業の経営状況は、給水戸数１万１,１８５戸で、前年度に比べ１２１戸

の減少となっています。年間給水量は４０２万８,７６８立米、前年度と比べ２５万５,７６１立
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米増加、有収水量は２７２万４,９２８立米で前年度に比べ５万７８１立米の増加、有収率は

６７.６４％となっております。内訳は、上水道が９２.８％。 

 ２ページをお開き願いたいと思います。 

 簡易水道が５９.５８％と、簡易水道のほうが若干有収率の効率が悪いようでございます。合

わせまして３.２４ポイントの減少となっております。 

 財政状況につきましては、過去３年間の平均で営業収益４億６,８８２万円、営業費用７億

２,４２２万２,０００円、営業損失が２億５,５４０万２,０００円となっており、近年３年間に

おいても最終的な内容については、純欠損というような状況が続いております。大変厳しい状況

が続いていると思っております。 

 また、利益剰余金の積立金は３億５,３３３万１,０００円となっており、最近この積立てはで

きておらない状況でございます。企業債は計画どおり償還されておりますが、他会計からの償還

金相当額１億２,５５６万円を出資金として受入れておりますが、そのほかにも補助金等の内容

で入っておりますけれども、上のような状況でございます。 

 次の（１）の収益的収入支出については、これは先ほどの説明の決算書の税込み状況の数値で

ございます。 

 収益的収入は７億５,９７８万２,０００円で、前年度に比べて１８７万３,０００円の増加と

なっております。収益的支出につきましては７億８,７２６万５,０００円で、前年度に比べ

４７６万３,０００円の減少となっております。うち、営業費用が７億５,１５３万３,０００円、

前年度に比べて２９７万４,０００円の増加となっております。 

 また、営業外費用につきましては２,８３３万７,０００円で、前年度に比べて８５２万

９,０００円の減少となっております。 

 ２の資本的収入及び支出につきましては、資本的収入は２億４,３２１万４,０００円、前年度

に比べ５,３２４万１,０００円の減少となっています。資本的支出につきましては４億

３,９８４万９,０００円、前年度に比べ２,１２４万５,０００円減少となっています。 

 このうち建設改良費は２億３,２３７万７,０００円で、前年度に比べ１,５２７万９,０００円

の減少となっています。 

 また、企業債償還金は１億９,９５３万１,０００円で、前年度に比べ５１４万円の減少になっ

ている状況であります。 

 損益計算書につきましては、当年度の純損失は４,４０７万３,０００円で、前年度に比べ

４４９万７,０００円の減少となっています。 

 次に、３ページをお目通し願います。 

 ４の本年度の決算で、年度末の３月３１日の日計締後の預金取引が発生した未収水道料及び未
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収手数料の３３万９,２１０円は、うち下水道分の５万４,４６０円を含んで一時預かり預金で処

理されております。よって、水道会計の普通預金残高と残高証明で３３万９,２１０円の差が生

じております。 

 また、不納欠損の処理で欠損額に対する消費税の処理が税務申告では処理をされておりますが、

会計処理を通されていない内容がございます。 

 ウの水道料金未収金３,４３１件、７,７６６万３,０００円については、前年度に比べ

９９６万９,０００円減少となっておりますが、これについては債権の完了し、判断され、不納

欠損額は５９０万５６０円と多額に上っております。なお、未収額１０万円以上の水栓件数は

１７２件で、未納額５,９７８万７,０００円であります。 

 未収金に占める割合は７６.９８％となっている状況でございます。この中には高額の方もお

られますので、債権管理を十分していただければというふうに思っております。 

 （５）の剰余金計算書につきましては、このような状況でございますので、資本剰余金の当年

度の変更はございません。 

 利益剰余金につきましては、これについても弁済積立金が１億４,６７６万７,０００円、建設

改良積立金が２億６５６万４,０００円で、欠損金の補填に充てることができる利益積立金はゼ

ロというふうになっております。 

 未処理欠損金は、本年度５,７５７万２,０００円となっている状況でございます。 

 したがいまして、（６）の欠損金処理計算書におきましては、当年度の未処理欠損金が、繰越

しの未処理金を含む５,７５７万２,０００円と本年度の欠損金４,４０７万２,０００円を含めま

して１億１６４万４,０００円が全額繰越欠損金となっております。 

 ２の審査意見（１）欠損金処理計算書は、法令及び条例に従って作成されていると認められま

す。 

 （２）の決算報告書及び決算附属書類は、貸借対照表で現金、預金、未収水道料金未収手数料

の未計上分はありますので、これの分を除きまして法令等で公営企業会計に定められる会計の原

則に従って表示はされていると認められます。 

 （３）の水道料金未収金につきましては、先ほど言った内容で適切な債券管理を行い、債券の

保全管理及び債券の健全化を図ることに努めていただきたいというふうに思っております。 

 以上で、水道会計のほうの御報告を終わります。 

 次に、４ページをお開きをお願いしたいと思います。 

 下水道会計についてでございます。 

 経営状況につきましては、令和６年度壱岐市下水道事業の経営状況として、汚水処理人口は公

共下水人口２,４３４人、前年度に比べて２５８人増加、漁業集落排水接続人口１,２８５人、前
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年度に比べて１０人の減少となっております。浄化槽接続が人口が６,８８６人で、前年度に比

べ２０４人の減少となっている状況でございます。 

 年間使用水量は、公共下水道で２８万４,０９１立米、前年度に比べ１万２,９６７立米の増加、

漁業集落排水で１２万４,０２５立米、前年度に比べ４,２８７立米の減少となっております。 

 財政状況といたしましては、営業収益が６,７１２万３,０００円、営業費用が３億５,６５７万

７,０００円、営業損失が２億８,９４５万４,０００円となっております。 

 また、企業債の元利償還金が大きな負担となっており、一般会計からの繰出金、負担金及び長

期前受戻入に依存した状況となっております。 

 収益的収支は３億８,５７８万１,０００円、収益的収支は３億８,７８０万５,０００円。この

うち営業費用は３億６,５８５万５,０００円、また、営業外費用は２,１９５万円となっており

ます。 

 資本的収入及び支出につきましては、資本的収入は１億１,８３６万５,０００円、資本的支出

が１億７,６３２万７,０００円。このうち、建設改良費が６,５６１万８,０００円。また、企業

債償還金は１億１,７１０万円というふうになっておる状況でございます。 

 これらを含めまして、当年度の純損失は９１万８,０００円となっております。 

 （４）の貸借対照表の欄でございますが、ア、イ、ウのウの不納欠損は下水のほうでは２３万

５,２８０円を処理されております。 

 エの公共下水道使用料未収金は３０２件で２１７万円、漁業集落排水処理施設利用料金につき

ましては１８９件の１２３万４,０００円、計３４０万４,０００円となっている状況でございま

す。 

 剰余金計算書について。 

 資本剰余金は、１億１７６万５,０００円となっております。 

 利益剰余金といたしましては、未処理欠損金として９１万８,０００円となっておりまして、

欠損処理金額計算書の繰越欠損金は９１万８,０００円となっております。 

 ２の審査意見でございますが、欠損金処理計算書は法令及び条例に従って作成されていると認

められます。 

 （２）の決算報告書及び決算附属書類は、貸借対照表の現預金及び未収水道料金使用料を除き、

法令等及び公営企業会計に定める会計の原則に従って表示していると認められます。 

 ３の下水道未収料金については、適切な債権管理を行い、債権の保全管理及び債権の健全化に

努めていただきたいと思います。 

 以上、決算審査の報告を終わります。 

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 降壇〕 
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・ ・  

○議長（土谷 勇二君）  以上で、本日の日程を終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後０時10分散会 

 


